
４校  研修要項 _01_ はじめに _24/11/14_SATO

Ϩ 研修受講要㡿

１ 令和７年度㛤講コース数及び定員（オーダー࣓ࢻᆺ研修を㝖く）

研修༊ศ コースᩘ ᐃဨ 研修༊ศ コースᩘ ᐃဨ

㝵ᒙู研修 ３ 㸷㸮 ᢏ⬟࣭ᢏ⾡実㊶研修 ２㸵㸮 ２㸪㸳㸴３

一⯡研修 㸲㸶 㸳㸳２ 研修ู࣐ーࢸ - ２㸮

カ⦎ᢏἲ開Ⓨ研修 １㸲 １㸳３ 実㊶ὴ㐵研修 - -

合 ィ ３３㸳 ３㸪３㸵㸶

ᆺ研修（Ｐ26参↷）については、ู㏵通知する希望ㄪᰝにᇶづき、都ࢻー࣓ࢲー࢜ͤ

道府県⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ⟶ㄢ等と༠㆟、ㄪᩚのୖ、研修ෆᐜ等をỴᐃします。࢜ーࢲー࣓

。ᆺ研修のヲ⣽についてはＰ358をごぴくださいࢻ

２ 研修計⏬⥲ぴ

ྛ研修ෆᐜのヲ⣽についてはＰ14 のࠕ௧㸵ᖺᗘ研修ィ⏬⥲ぴࠖをごぴください。

３ 受講ᑐ㇟者

（１）බඹ⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ施設の指導ဨ

（２）民間におࡅる⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨにಀる指導者（以ୗࠕ民間の指導者等ࠖという。）

ḟのいずれかの要௳にヱ当する方。

 民間教⫱カ⦎ᶵ関の指導者

ࣟ ᴗの⬟ຊ開Ⓨ指導者及び⌧場リーࢲー

ࣁ 認ᐃ⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ施設の指導ဨ

ࢽ ⫋ᴗ指導を担当する方

ホ これから⫋ᴗカ⦎を担当予ᐃの方

４ 㛤ദ場

㝵ᒙู研修、一⯡研修、カ⦎ᢏἲ開Ⓨ研修、ᢏ⬟࣭ᢏ⾡実㊶研修については、ＰＴＵ

（ᮾி都ᑠᖹᕷ）又は地ᇦࣟࣈックの中᰾施設等で開催します。ྛコースの研修会場に

ついては、研修ィ⏬⥲ぴ（Ｐ14㹼25）をご確認ください。

また、බඹ⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ施設の指導ဨをᑐ㇟とするࢸーู࣐研修はＰＴＵ、実㊶ὴ㐵

研修は研修受ධᶵ関が会場となります。

５ 申込᪉法

（１）都道府県の指導ဨの方

   申込先

都道府県⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ⟶ㄢ㛗等（以ୗࠕ⟶ㄢ㛗等ࠖという。）を経⏤して、

ＰＴＵ校㛗あてお申し込みください。

  ࣟ 申込方ἲ

௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講申込書ࠕ （ࠖP11㸸㟁Ꮚࢹーࢱは当校ホームページに

ᥖ載しています。）に必要事項を記ධし、ＰＴＵ研修部あて࣓ールで送ಙしてくだ

さい。

࠙送ಙ先࣓ールࣞࢻス 㸸 ptu04@jeed.go.jpࠚ

また、ࢸࠕーู࣐研修（P26参↷）ࠖ 及びࠕ実㊶ὴ㐵研修（P26参↷）ࠖ のお申し込み

は、申込書に加えてそれࡒれのㄪᰝ書（P12㹼13）もごᥦฟください。

ࣁ 申込期間

ᖺᗘ当ึのお申し込みについては、௧㸵ᖺ１月１㸮᪥(金)から௧㸵ᖺ２月

３᪥(月)までにお願いします（ただし、⫋✀㌿換研修は申込期㝈が␗なりますので、

P352 をご確認ください。）。また、ᖺᗘ当ึの申込期間以㝆についてもᐃဨに余裕が

あるコースについては、㝶時㏣加申込を受ࡅ付ࡅています。

ࢽ   受講Ỵᐃ

受講申込書にᇶづき、ＰＴＵにおいて、受ධれの可否をỴᐃし、௧㸵ᖺ３月ᮎ

を┠㏵に⟶ㄢ㛗等あてࠕ௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ࠖを通知します。

（２）㹈㹃㹃㹂の指導ဨの方

  㹈㹃㹃㹂より㓄ᕸされるࠕ௧㸵ᖺᗘ研修ࣁンࣈࢻックࠖにᚑってお申し込みく

ださい。

（３）民間の指導者等の方

   申込方ἲ

ࠖ௧㸵ᖺᗘ研修コース受講申込書（民間教⫱カ⦎ᶵ関等用）ࠕ     に必要事項を記

ධし、ＰＴＵ研修部あて㹄㸿㹖又は࣓ールでお申し込みください。申込書の㟁Ꮚࢹ

ーࢱは当校ホームページにᥖ載しています。

  ࣟ 申込期間

  ௧㸵ᖺ３月３᪥(月)から受付を開ጞします。お申し込みの受付期㝈は、原則と

して開講᪥の１か月前です。また、受講にあたっては、受講料の支ᡶいが必要とな

ります。受講料等ヲ⣽については、当校ホームページ（Ｕ㹐㹊㸸⾲⣬参↷）をご

確認ください。

ࣁ 受講Ỵᐃ

ձ ＰＴＵ研修部がୖ記による申込書を受ྲྀࡅりましたら、原則３Ⴀᴗ᪥以ෆに

申込受付の連絡をします。この時Ⅼで受講の可否がỴᐃします。

ղその後、開講の概ね２か月前に、研修᪥程等とేせて支ᡶい関ಀ㈨料を㒑送又は

࣓ールで送付しますので、受講料を開講᪥の１㐌間前までにコース␒ྕを᫂記の

ୖ、㖟行振込にてお支ᡶいください。

なお、受講者の変更࣭キャンセルは、㹄㸿㹖又は࣓ールで᪩ᛴにご連絡くださ

い。キャンセル期㝈は開講᪥の１㐌間前のྠ᭙᪥までです。これを㐣ࡂると受講

料の返金はできません。また、受講料がᮍᡶいの場合も支ᡶいの⩏ົがⓎ⏕しま

すのでごὀ意ください。

６ 研修実施㏻▱

ྛ研修のලయ的な実施通知（研修᪥程、␃意事項等）については、開講の概ね２か月

前を┠安に都道府県は⟶ㄢ㛗等、㹈㹃㹃㹂は所属施設㛗あて通知します。

なお、ㅖ⯡の⌮⏤により研修を中止する場合については、開講の３か月前を┠安に通

知するとともに当校ホームページにᥖ載します。

７ 受講辞退

受講Ỵᐃ通知後、受講を㎡㏥する場合、都道府県は⟶ㄢ㛗等を通ࡌて開講᪥の１㐌

間前のྠ᭙᪥までに、ୖ記㸳（１）ࢽで通知するࠕ௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ

⡙ 研修受講申込書ࠕᆺ研修の場合は᪤にᥦฟしたࢻー࣓ࢲー࢜ࠖ） ）ࠖのヱ当部ศを

㔜⥺でᮒ書きᾘし、ഛ⪃ḍに㎡㏥と記ධのୖ、ＰＴＵ研修部あて࣓ールにてご連絡を

お願いします。ご連絡を受ࡅ付ࡅた後原則３Ⴀᴗ᪥以ෆに受付した᪨の返ಙをしますの
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ղその後、開講の概ね２か月前に、研修᪥程等とేせて支ᡶい関ಀ㈨料を㒑送又は
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ྛ研修のලయ的な実施通知（研修᪥程、␃意事項等）については、開講の概ね２か月
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⡙ 研修受講申込書ࠕᆺ研修の場合は᪤にᥦฟしたࢻー࣓ࢲー࢜ࠖ） ）ࠖのヱ当部ศを

㔜⥺でᮒ書きᾘし、ഛ⪃ḍに㎡㏥と記ධのୖ、ＰＴＵ研修部あて࣓ールにてご連絡を

お願いします。ご連絡を受ࡅ付ࡅた後原則３Ⴀᴗ᪥以ෆに受付した᪨の返ಙをしますの
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で、返ಙがない場合は㟁ヰにてご連絡をお願いします。

㹈㹃㹃㹂はࠕ௧㸵ᖺᗘ研修ࣁンࣈࢻックࠖにᇶづき、ᮏ部⥲ົ部ே事ㄢሗ࿌して

ください。

８ 追加申込

ᖺᗘ当ึの申込⥾ษ᪥以㝆についても、ᐃဨに余裕があるコースについては、㝶時、

㏣加申込を受ࡅ付ࡅています。都道府県は⟶ㄢ㛗等を通ࡌて開講᪥の１か月前までに、

前記㸳（１）ࢽで通知するࠕ௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ ᆺࢻー࣓ࢲー࢜ࠖ）

研修の場合は᪤にᥦฟしたࠕ研修受講申込書 ）ࠖにᮒ書きで㏣記のୖ、ＰＴＵ研修部あて

࣓ールにてお申し込みください。お申し込みを受ࡅ付ࡅた後原則３Ⴀᴗ᪥以ෆに受付し

た᪨の返ಙをしますので、返ಙがない場合は㟁ヰにてご連絡をお願いします。また、㏣

加申込の場合はᨵめてࠕ௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ࠖでの通知は行いません

ので、⟶ㄢにおいて研修受講予ᐃ者の⟶⌮をお願いします。

９ 研修受講୰のḞᖍ

研修開ጞ後、యㄪⰋ等によりḞᖍする場合は、ＰＴＵ研修部ご連絡ください。

  なお、やむを得ずḞᖍする場合であっても、研修⥲時間の㸶かつ最ప１２時間以ୖ

ฟᖍしなࡅれࠕࡤ修了ࠖとなりませんのでご␃意ください。

10 受講者の変更等

受講申し込み後及び受講Ỵᐃ後にே事␗ື等により受講者の変更又は所属施設の変

更等が⏕ࡌた場合は、都道府県は⟶ㄢ㛗等を通ࡌてୖ記㸳（１）ࢽで通知するࠕ௧

㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ 研修ࠕᆺ研修の場合は᪤にᥦฟしたࢻー࣓ࢲー࢜ࠖ）

受講申込書 ）ࠖのヱ当部ศをᮒ書きで修ṇ（見えᾘし）し、ഛ⪃ḍに変更と記ධのୖ、Ｐ

ＴＵ研修部あて࣓ールにてごሗ࿌ください。

㹈㹃㹃㹂はࠕ௧㸵ᖺᗘ研修ࣁンࣈࢻックࠖにᇶづき、ᮏ部⥲ົ部ே事ㄢሗ࿌して

ください。

11 研修ᙧែ

  研修ᙧ態は、ࢸーู࣐研修及び実㊶ὴ㐵研修を㝖き、原則として、㞟合࣭㞟ᅋでの講

⩏、実⩦、討㆟、₇⩦等のᙧ態で行います。

ただし、ឤᰁᑐ⟇等を⪃៖し、㞟合࣭㞟ᅋの研修を通ಙά用ᆺや Web ン等ンラ࢜

によるᙧ態に変更する場合があります。

12 研修実施間等

ＰＴＵで実施するコースについては、原則として㸷時から１㸴時です。ＰＴＵ以外で

実施するコースについては、原則として㸷時３㸮ศから１㸴時３㸮ศです。いずれも、

ఇみは㸴㸮ศです。ヲ⣽は研修実施通知を送付する際にごෆします。

また、コースによっては、実施期間中に含まれるᅵ、᪥᭙᪥及び⚃᪥にも研修を実施

する場合があります。

13 ᐟἩ

宿泊が必要な方は、ྛ自でᡭ㓄してください。

14 受講にಀる⤒㈝㈇ᢸ等

（１）研修の受講料

都道府県の⟶ㄢ㛗等を通ࡌて申し込みを行ったබඹ⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ施設の指導ဨの

方は、受講料無料です。

なお、民間の指導者等の方は、受講料は有料となります。

（２）研修に使用する教科書等の経費負担

研修に使用する教科書等については、受講者側でご負担をお願いします。なお、研修

に使用する教科書等は、開講の概ね２か月前に研修実施通知を送付する際に連絡します。  

（３）研修受講にあたっての旅費等

研修受講にかかる交通費及び宿泊費等については、受講者側でご負担をお願いしま

す。

15 その他

（１）研修の中止

受講希望者が少ないコースについては、中止することがあります。

なお、中止する場合は概ね２か月前までに連絡します。

（２）受講者の心得

研修の受講にあたっては、積極的に自己研鑽に努めるとともに、受講者相互での意

見交換やネットワークづくりに努めてください。

なお、研修を最後まで受講できるよう帰路の行程は余裕をもったスケジュールにし 

てください。

（３）その他

研修要項に記載しているカリキュラムの一部、また都合により開催場所等を変更 

する場合がありますので､受講前に必ず当校のホームページをご確認ください。

なお、ＰＴＵ以外が開催会場となっているコースについて、開催地の都道府県もし

くは、近隣の都道府県から受講のお申し込みがないときや受講申込者が少ないときは、

開催会場を変更又はコースを中止する場合がありますのでご了承ください。

また、悪天候でも原則研修を実施しますが、天災地変、その他予期せぬ事態により、

やむを得ずコースを中止又は開催時間を変更する場合があります。

なお、中止となった場合は、お振込みいただいた受講料については返金いたしますが、

研修参加に要した経費（交通費及び宿泊費（キャンセル料含む）及び教科書代等）に関

しましては、負担いたしませんので、ご了承ください。

その他、受講者の旅行等に支障の恐れがある場合は、所属施設等とご相談のうえ、

安全を最優先に、受講（継続を含む。）の可否等をご検討いただきますよう、お願い

します。

─ 8 ─ ─ 9 ─



４校  研修要項 _01_ はじめに _24/11/14_SATO

で、返ಙがない場合は㟁ヰにてご連絡をお願いします。

㹈㹃㹃㹂はࠕ௧㸵ᖺᗘ研修ࣁンࣈࢻックࠖにᇶづき、ᮏ部⥲ົ部ே事ㄢሗ࿌して

ください。

８ 追加申込

ᖺᗘ当ึの申込⥾ษ᪥以㝆についても、ᐃဨに余裕があるコースについては、㝶時、

㏣加申込を受ࡅ付ࡅています。都道府県は⟶ㄢ㛗等を通ࡌて開講᪥の１か月前までに、

前記㸳（１）ࢽで通知するࠕ௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ ᆺࢻー࣓ࢲー࢜ࠖ）

研修の場合は᪤にᥦฟしたࠕ研修受講申込書 ）ࠖにᮒ書きで㏣記のୖ、ＰＴＵ研修部あて

࣓ールにてお申し込みください。お申し込みを受ࡅ付ࡅた後原則３Ⴀᴗ᪥以ෆに受付し

た᪨の返ಙをしますので、返ಙがない場合は㟁ヰにてご連絡をお願いします。また、㏣

加申込の場合はᨵめてࠕ௧㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ࠖでの通知は行いません

ので、⟶ㄢにおいて研修受講予ᐃ者の⟶⌮をお願いします。

９ 研修受講୰のḞᖍ

研修開ጞ後、యㄪⰋ等によりḞᖍする場合は、ＰＴＵ研修部ご連絡ください。

  なお、やむを得ずḞᖍする場合であっても、研修⥲時間の㸶かつ最ప１２時間以ୖ

ฟᖍしなࡅれࠕࡤ修了ࠖとなりませんのでご␃意ください。

10 受講者の変更等

受講申し込み後及び受講Ỵᐃ後にே事␗ື等により受講者の変更又は所属施設の変

更等が⏕ࡌた場合は、都道府県は⟶ㄢ㛗等を通ࡌてୖ記㸳（１）ࢽで通知するࠕ௧

㸵ᖺᗘ指導ဨ研修受講者受ධྡ⡙ 研修ࠕᆺ研修の場合は᪤にᥦฟしたࢻー࣓ࢲー࢜ࠖ）

受講申込書 ）ࠖのヱ当部ศをᮒ書きで修ṇ（見えᾘし）し、ഛ⪃ḍに変更と記ධのୖ、Ｐ

ＴＵ研修部あて࣓ールにてごሗ࿌ください。

㹈㹃㹃㹂はࠕ௧㸵ᖺᗘ研修ࣁンࣈࢻックࠖにᇶづき、ᮏ部⥲ົ部ே事ㄢሗ࿌して

ください。

11 研修ᙧែ

  研修ᙧ態は、ࢸーู࣐研修及び実㊶ὴ㐵研修を㝖き、原則として、㞟合࣭㞟ᅋでの講

⩏、実⩦、討㆟、₇⩦等のᙧ態で行います。

ただし、ឤᰁᑐ⟇等を⪃៖し、㞟合࣭㞟ᅋの研修を通ಙά用ᆺや Web ン等ンラ࢜

によるᙧ態に変更する場合があります。

12 研修実施間等

ＰＴＵで実施するコースについては、原則として㸷時から１㸴時です。ＰＴＵ以外で

実施するコースについては、原則として㸷時３㸮ศから１㸴時３㸮ศです。いずれも、

ఇみは㸴㸮ศです。ヲ⣽は研修実施通知を送付する際にごෆします。

また、コースによっては、実施期間中に含まれるᅵ、᪥᭙᪥及び⚃᪥にも研修を実施

する場合があります。

13 ᐟἩ

宿泊が必要な方は、ྛ自でᡭ㓄してください。

14 受講にಀる⤒㈝㈇ᢸ等

（１）研修の受講料

都道府県の⟶ㄢ㛗等を通ࡌて申し込みを行ったබඹ⫋ᴗ⬟ຊ開Ⓨ施設の指導ဨの

方は、受講料無料です。

なお、民間の指導者等の方は、受講料は有料となります。

（２）研修に使用する教科書等の経費負担

研修に使用する教科書等については、受講者側でご負担をお願いします。なお、研修

に使用する教科書等は、開講の概ね２か月前に研修実施通知を送付する際に連絡します。  

（３）研修受講にあたっての旅費等

研修受講にかかる交通費及び宿泊費等については、受講者側でご負担をお願いしま

す。

15 その他

（１）研修の中止

受講希望者が少ないコースについては、中止することがあります。

なお、中止する場合は概ね２か月前までに連絡します。

（２）受講者の心得

研修の受講にあたっては、積極的に自己研鑽に努めるとともに、受講者相互での意

見交換やネットワークづくりに努めてください。

なお、研修を最後まで受講できるよう帰路の行程は余裕をもったスケジュールにし 

てください。

（３）その他

研修要項に記載しているカリキュラムの一部、また都合により開催場所等を変更 

する場合がありますので､受講前に必ず当校のホームページをご確認ください。

なお、ＰＴＵ以外が開催会場となっているコースについて、開催地の都道府県もし

くは、近隣の都道府県から受講のお申し込みがないときや受講申込者が少ないときは、

開催会場を変更又はコースを中止する場合がありますのでご了承ください。

また、悪天候でも原則研修を実施しますが、天災地変、その他予期せぬ事態により、

やむを得ずコースを中止又は開催時間を変更する場合があります。

なお、中止となった場合は、お振込みいただいた受講料については返金いたしますが、

研修参加に要した経費（交通費及び宿泊費（キャンセル料含む）及び教科書代等）に関

しましては、負担いたしませんので、ご了承ください。

その他、受講者の旅行等に支障の恐れがある場合は、所属施設等とご相談のうえ、

安全を最優先に、受講（継続を含む。）の可否等をご検討いただきますよう、お願い

します。
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（民間の指導者等には、受講料支ᡶ関ಀ書㢮をేせてお送り

しますので、開講᪥の１㐌間前までにධ金してください。）

キャンセル࣭変更
キャンセル࣭変更は開講᪥の１㐌間前のྠ᭙᪥までにお願い

します。

期᪥を㐣ࡂた場合、受講料の返金はいたしかねますのでごὀ

意願います。（ᮍ⣡の場合も支ᡶ⩏ົが⏕ࡌます。）。

研修の受講 指ᐃの会場にて研修を受講してください。

（参⪃）

࠙研修受講のὶれࠚ

受講のお申し込み

ձ 都道府県の指導ဨの方

⟶ㄢ㛗等を経⏤して௧㸵ᖺ２月３᪥（月）までにお申

し込みください。

ղ 㹈㹃㹃㹂の指導ဨの方

。ックࠖに記載のとおりですࣈࢻンࣁ௧㸵ᖺᗘ研修ࠕ

ճ 民間の指導者等の方

௧㸵ᖺ３月３᪥（月）から受付を開ጞします。

ͤ開催がỴᐃしたコースについては、開講᪥の概ね１か月前

までお申し込みができますが、コースによりお申し込みが

できない場合があります。

研修開催のỴᐃ 開講᪥の３か月前を┠安に開催又は中止をỴᐃし、当校ホー

ムページに開催のỴᐃ、中止のูをᥖ載します。

なお、中止をỴᐃした場合は、ＰＴＵより連絡します。

研修実施通知の送付 開講᪥の２か月前を┠安に研修実施通知をお送りします。

指
導
員
研
修
受
講
申
込
書
（
都
道
府
県
・
機
構
指
導
員
用
）

ጣ
ྡ

ጣ
ྡ

ඖ
ྕ

ᖺ
月
᪥

注
（

研
修

受
講

申
込

書
の

記
入

に
あ

た
っ

て
）

１
　

①
欄

の
［

コ
ー

ス
番

号
］

は
、

研
修

要
項

に
定

め
ら

れ
た

各
コ

ー
ス

の
番

号
を

半
角

文
字

で
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

以
下

の
欄

に
お

い
て

も
、

算
用

数
字

は
全

て
半

角
文

字
で

お
願

い
し

ま
す

。
２

　
②

欄
の

［
コ

ー
ス

名
］

は
コ

ー
ス

番
号

を
入

力
す

る
と

自
動

的
に

表
示

さ
れ

ま
す

。
オ

ー
ダ

ー
コ

ー
ス

及
び

コ
ー

ス
番

号
の

な
い

コ
ー

ス
は

コ
ー

ス
名

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

「
テ

ー
マ

別
研

修
」

及
び

「
実

践
派

遣
研

修
」

の
受

講
を

希
望

す
る

場
合

に
は

、
「

調
査

書
参

照
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

３
　

③
欄

の
［

漢
字

表
記

］
は

､
[
姓

]
と

[
名

]
を

分
け

て
全

角
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
､
文

字
間

に
空

白
[
ス

ペ
ー

ス
]
は

入
れ

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

４
　

③
欄

の
［

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
（

半
角

）
]
は

、
[
姓

]
と

[
名

]
を

分
け

て
半

角
カ

ナ
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

文
字

間
に

空
白

[
ス

ペ
ー

ス
]
は

入
れ

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

５
　

④
欄

の
［

生
年

月
日

］
で

［
元

号
］

は
、

「
昭

和
」

＝
「

S
」

、
「

平
成

」
＝

「
H
」

で
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

記
号

を
半

角
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

［
年

月
日

］
は

半
角

数
字

６
桁

で
和

暦
年

月
日

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

一
桁

の
年

、
月

、
日

は
数

字
の

 
0
 
を

付
加

し
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

例
：

昭
和

5
4
年

1
0
月

4
日

で
あ

れ
ば

、
元

号
は

 
S
 
、

年
月

日
は

 
5
4
1
0
0
4

と
な

り
ま

す
。

６
　

⑤
欄

の
［

性
別

］
は

、
「

男
」

又
は

「
女

」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
７

　
⑥

欄
の

［
所

属
施

設
名

」
は

、
「

○
○

県
立

」
「

○
○

支
部

」
等

か
ら

記
入

し
正

式
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
８

　
全

て
の

欄
に

お
い

て
、

「
同

上
」

あ
る

い
は

「
〃

」
等

の
省

略
で

の
記

入
は

し
な

い
よ

う
に

お
願

い
し

ま
す

。
ま

た
、

同
一

セ
ル

内
で

改
行

は
行

わ
な

い
よ

う
に

お
願

い
し

ま
す

。
行

が
不

足
す

る
場

合
に

は
行

を
追

加
し

て
使

用
し

て
く

だ
さ

９
　

一
度

提
出

さ
れ

た
申

込
を

辞
退

す
る

場
合

に
は

、
当

該
内

容
を

朱
筆

の
上

、
備

考
欄

に
取

消
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
1
0
　

一
度

提
出

さ
れ

た
受

講
者

や
申

込
コ

ー
ス

等
を

変
更

す
る

場
合

は
、

変
更

前
の

コ
ー

ス
を

取
消

の
上

、
次

の
行

に
新

た
な

申
込

と
し

て
朱

筆
に

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

1
1
　

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構
は

「
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

」
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
7
号

）
を

遵
守

し
、

保
有

個
人

情
報

を
適

切
に

管
理

し
、

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

い
た

し
ま

す
。

　
　

当
機

構
で

は
、

必
要

な
個

人
情

報
を

、
利

用
目

的
の

範
囲

内
で

利
用

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

　
　

ご
記

入
い

た
だ

い
た

個
人

情
報

は
指

導
員

研
修

の
受

講
に

関
す

る
事

務
処

理
（

連
絡

、
修

了
証

書
の

交
付

、
修

了
台

帳
の

整
備

）
、

研
修

の
運

営
（

名
札

、
鍵

貸
出

簿
）

及
び

業
務

統
計

、
当

機
構

の
サ

ー
ビ

ス
の

案
内

並
び

に
各

種
調

査
の

実
　

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
こ

と
を

ご
了

承
の

う
え

お
申

し
込

み
く

だ
さ

い
。

都
道
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